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対象貨物口役務

マイクロ波分解システム
CEM社製 MARS 6

及び
これを使用するための分解レシピ

判定 (2019.1.9施行法令準拠 )

輸出令別表第一の 1項～15項

同      16項
外為令別表の   1項 ～15項

16項同

対象外

該当

対象外

該当

判定理由

対象貨物は、マイクロ波と酸の作用で固体試料を元素に分解する装置である。 ICP等の元素分析の
試料調製に用いられる。 あらかじめ複数の分解レシピがインストールされていて、試料性状に合致する
レシピを選択するだけで分解できることが特徴である。

輸出令について

輸出を規制される品目は、輸出令別表第一の 1項～15項に限定列挙されているところ、マイクロ波分解

システムは、同表に掲げられた貨物ではない。 よって、対象貨物は輸出令別表第一の 1項～15項につ
いて対象外と判定する。

外為令について

対象貨物には、前述のとおり、種々の試料性状に対応した分解レシピが付属している。 レシピは対象
貨物を使用すること以外の用途はない。 よって、外為令別表の1項～15項について対象外と判定する。

添付資料

1.項 目別対比表 (全2頁 )
2.対象貨物資料 (全6頁 )



輸出貿易管理令 別表第一 項目別対比表 (該非判定用 )

輸出令lll表第―で明らかに規制されていない貨物

注意事項

※ 判定欄で 「はい」にチェックした場合は、関係する項目別対比表で、

※ 判定欄で「いいえ」にチェックした場合でも、食品や本材等を除き、
キャッチオール規制 (用途・需要者)について確認すること。

貨 物 名 :マイクロ波分角翠システム

メーカー名 :CEM

及び銘柄 :MARS 6

該非判定をすること。本シー トは使用できないc

輸出令別表第二 (ホワイト国)以外に輸出する場合は、

:作成責任者

:会 社 名

i所属・役職

:(フ リカ
｀
す)

1氏   名

:電   話

柚 大行政 書十専務 Ph‐

2019.1.9施行法令準拠

輸 出 令 別 表 第 一 関 連
判 定 欄

(いずれかをマーク)
貨物の内容・理由等

輸出令別表第一の 1～ 15の項

及び

貨物等省令第 1条から第 14条

に該当する貨物か ?

は い いいえ

マイクロ波分解システムは、別一

の 1項～15項に掲げらていない

045‐ 567-6770



外国為替令 男1表 項目別対比表 (該非判定用)

外為令Ell表で明らかに規制|されていない技術用
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注意事項 :

X判定欄で「|まい1にチェックした場合は、関係する項目別対タヒ表で、該非判定をすること。本シートは、使用できない。

※外為令別表の 1か ら15の項及び貨物等省令第 15条カーヽら第 27条 に該当しない場合であっても、一部を除き、輸出令別表第 3(ホ
ワイ ト国)以外に提供する場合は、キャッチオール規制 (用途・需要者)に ついて確認すること。
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神本行政書士事務所

:所属・役職

(7'が す)
氏   名

i電   話

行政書士・STC Associ

045--567--6770
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